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総合科学技術会議 

第７９回評価専門調査会議事概要（案） 

 

日 時：平成２１年３月２６日（木）１４：００～１６：００ 

場 所：中央合同庁舎４号館 共用第４特別会議室（４階） 

 

出席者：奥村会長、相澤議員、本庶議員、今榮議員、青木議員、 

    青木委員、久保田委員、小林委員、齋藤委員、榊原委員 

    田渕委員、知野委員、中村委員、廣橋委員、古川委員、 

    本田委員、陽委員 

欠席者：白石議員、榊原議員、金澤議員、飯島委員、伊澤委員、 

    尾形委員、小舘委員、中杉委員、中西委員 

説明者：佐々木経済産業省資源エネルギー庁石油・天然ガス課課長補佐 

    長谷経済産業省資源エネルギー庁石油・天然ガス課課長補佐 

    大野独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構Ｒ＆Ｄ推進部長 

    成田独立行政法人産業技術総合研究所メタンハイドレート研究ラボ長 

事務局：岩橋審議官、天野参事官他 

 

議 事：１．開 会 

    ２．評価専門調査会（第７８回）議事概要（案）について 

    ３．総合科学技術会議が事前評価を実施した国家的に重要な研究開発

の事後評価について【議題１】 

    ４．総合科学技術会議が必要と認め指定して行う評価について【議題

２】 

    ５．その他 

    ６．閉 会 

 

（配布資料） 

  資料１   第７８回評価専門調査会議事概要（案） 

  資料２   総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価 

        「イネゲノム機能解析研究」評価検討会調査検討結果 

  資料３   「イネゲノム機能解析研究」の事後評価の調査検討を通じて

明らかとなった、総合科学技術会議が実施する研究開発評価

の実施における課題 

       （平成２１年３月１２日「イネゲノム機能解析研究」評価検討

会） 

資料１



 

－2－ 

  資料４   「メタンハイドレート開発促進事業」の評価指定の適否検討

について 

  資料５   メタンハイドレート開発促進事業（フェーズ１終了時）プロ

ジェクト評価（中間）報告書 

  参考１   「総合科学技術評価専門調査会運営規則」 

        （平成１３年４月１３日 総合科学技術会議 評価専門調査 

        会） 

  参考２   「総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評 

        価について」 

        （平成１７年１０月１８日 総合科学技術会議決定） 

 

（机上資料） 

  ① 「イネゲノム機能解析研究」の調査検討の進め方 

    （平成２１年２月１７日 評価専門調査会 第１回評価検討会） 

  ② 農林水産省提出資料 

    「イネゲノム機能解析研究」について 

                （平成２１年２月１７日 農林水産省） 

    「農林水産省における事後評価結果） 

                （平成２１年２月１７日 農林水産省） 

  ③ 第２回評価検討会 農林水産省提出資料 

   「「イネゲノム機能解析研究」追加説明事項」 

                （平成２１年２月２７日 農林水産省） 

  ④ 第３回評価検討会 農林水産省提出資料 

   「「イネゲノム機能解析研究」再追加説明事項） 

                （平成２１年３月１２日 農林水産省） 

  ⑤ 第３回評価検討会後 農林水産省提出資料①    （農林水産省） 

  ⑥ 第３回評価検討会後 農林水産省提出資料②    （農林水産省） 

           （平成１６年８月４日） 

  ⑦ 第３回評価検討会後 農林水産省提出資料③    （農林水産省） 

  ⑧ 「総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価「イネ 

    ゲノム機能解析研究」について」 

             （平成１４年１２月２５日 総合科学技術会議） 

  ⑨ 「大規模新規研究開発の評価のフォローアップ結果」 

       （平成１６年８月４日 総合科学技術会議 評価専門調査会） 

  ⑩ 「総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価につい 

    て」     （平成１７年１０月１８日 総合科学技術会議決定） 
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  ⑪ 「総合科学技術会議が事前評価を実施した研究開発に対する事後評価 

    の調査検討等の進め方について」 

             （平成２１年１月１９日 評価専門調査会決定） 

  ⑫ 「総合科学技術会議が事前評価を実施した国家的に重要な研究開発 

    「イネゲノム機能解析研究」（農林水産省）の事後評価について」 

               （平成２１年１月１９日 評価専門調査会） 

「メタンハイドレート開発について」 

    （平成１８年１月 経済産業省資源エネルギー庁石油・天然ガス課） 

「「メタンハイドレート開発促進事業」の評価指定の適否について」 

               （平成１８年３月２３日 評価専門調査会） 

「メタンハイドレート開発促進事業（フェーズⅠ）プロジェクト中環審評価報

告書（抄）（平成１７年７月 産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会） 

「メタンハイドレート開発促進事業」評価指定に関する発言と追加意見の一

覧」             （平成１８年２月２４日 評価専門調査会） 

「「メタンハイドレート開発促進事業」の評価指定の適否に関する追加質問事

項」             （平成１８年２月２４日 評価専門調査会） 

「第５１回評価専門調査会の指摘事項に対する回答について」 

    （平成１８年２月 経済産業省資源エネルギー庁石油・天然ガス課） 

科学技術基本計画               （平成１８年３月２９日） 

分野別推進戦略                （平成１８年３月２８日） 

国の研究開発評価に関する大綱的指針     （平成２０年１０月３１日） 

 

議事概要： 

 

【奥村会長】それでは、定刻になりましたので、第７９回の評価専門調査会を

開催させていただきます。 

 本日は、議題としてご審議いただく項目が２つございます。お手元の議事次

第の３番目、４番目に書かれている２つの案件についてご審議いただくことに

なります。 

 初めに、恒例によりまして、事務局より配布資料の確認をさせていただきま

す。 

 

＜事務局から配布資料・机上資料の確認が行われた＞ 

 

【奥村会長】ありがとうございました。 

 それでは、審議に入る前に１件お知らせでございます。総合科学技術会議の
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有識者議員の交代がございましたので、その件についてご報告いたします。 

 石倉議員がご退任されまして、新たに青木玲子議員が任命されております。 

 以上、ご報告申し上げます。 

 それでは、引き続き審議に入らせていただきますが、最初に資料１、前回第

７８回のこの調査会の議事録概要でございます。本概要につきましては、事前

に各委員の皆様方にお送りして、ご確認いただいていると思いますが、本日、

特段修正点がございましたら、ご指摘いただきたいと思います。いかがでござ

いましょうか。 

 特にないようですので、ご承認いただいたものとさせていただきます。どう

もありがとうございました。 

 それでは、第１の議題、「総合科学技術会議が事前評価を実施した国家的に

重要な研究開発の事後評価について」、ご審議いただきます。本件につきまし

ては、農林水産省の「イネゲノム機能解析研究」が対象になりまして、先般、

評価検討会を設置いたしまして、２月から３月にかけて３回の検討会を開催し、

調査・検討を行ってまいりました。本日は、評価検討会において取りまとめら

れました調査検討結果についてご審議いただくものでございます。 

 専門調査会においては、調査検討結果についてご審議いただいた後、評価結

果の案としてまとめたいと思います。取りまとめました評価結果案は、次回の

総合科学技術会議本会議に付議いたしまして、そこでご審議、決定をいただく

ものでございます。 

 本日の審議の進め方は、評価検討会の座長をお務めいただきました廣橋委員

から、評価検討会において取りまとめられました調査検討結果について２０分

程度でご説明いただき、その後、評価結果案の取りまとめに向けたご審議をお

願いしたいと思います。この審議も２０分ぐらいをかけたいと思います。 

 それでは、審議に先立ちまして、これまでの調査検討の経緯等につきまして、

事務局から説明をして下さい。 

 

＜事務局から資料２及び机上資料に基づいて説明が行われた＞ 

 

【奥村会長】どうもありがとうございました。 

 それでは、検討会の座長であります廣橋委員より、資料２の評価結果と、引

き続いて資料３も併せてご説明をお願いしたいと思います。 

【廣橋委員】評価検討会の座長を務めた廣橋です。報告させていただきます。 

 審議経過につきましては、先ほど事務局から説明されたとおりで、私からは

調査検討の概要とその結果について報告します。 

 まず、調査検討の進め方の概要ですが、調査検討は、前回の評価専門調査会
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で決定した「事後評価の調査検討等の進め方について」に沿って、具体的な調

査検討事項を決め、それを農林水産省に提示して、その説明を要請しました。

これらの資料は参考資料として報告書に添付されるもので、本日は、先ほど説

明がありましたように、机上資料として配布されております。 

 農林水産省から説明を受けた内容を確認しながら、研究開発成果については

目標を達成しているか、科学技術的・社会経済的・国際的な効果や今後の見込

みが認められるか、研究開発マネジメントが妥当であったか等の見極めの検討

を行いました。さらに、成果の活用や研究開発の推進体制の整備等に関する今

後の課題について検討しました。 

 検討結果を一言で述べると、個別の研究開発は目標を達成する多くの成果が

得られており、その成果は今後の波及効果も期待されるということであります。

しかしながら、１２の個別課題を束ねた全体のマネジメントや、農林水産省の

研究成果の活用については課題があるというものでした。 

 その結果のまとめについてこれから説明します。資料２、「「イネゲノム機

能解析研究」の事後評価結果（原案）」の６ページからをごらんください。 

 まず、３．１．研究開発成果と目標の達成状況についてです。この研究開発

は、農林水産省が実施してきたイネゲノム塩基配列の解読などのイネゲノム研

究の次の段階、いわば「ポストイネゲノム研究」という位置付けで計画された

ものです。 

 この研究開発は、１つの課題ではなく、１２の個別課題から構成されている

という特徴があり、農林水産省は、具体的には２つ目の段落にある４つの括り

で課題間の関係を整理しております。①から④です。個別の課題は全部で１２

個が実施されています。 

 この個別課題は、計画当初は９つでしたが、３つの課題が追加されて、全部

で１２になっております。なお、計画当初の９つの課題のうち、３つについて

は、途中で中止したり、予定より早く完了したりしております。 

 先ほど事務局からの説明にもありましたが、個別の課題ごとに見ると、全体

計画期間の平成１５年度から一斉に開始されたものではなく、１２の個別課題

ごとの実施期間は、平成１０年度から開始して１６年度で終了したもの、１５

年度から開始して１６年度に終了したもの、１７年度から開始して１９年度で

終了したものなど、計画した５カ年間で１２の課題すべてが終了しているので

すが、開始はそれ以前からのものや途中で開始されたものもあるということで

す。 

 研究成果は、実施期間を区切って区分できないので、個別課題の開始当初か

らの成果を評価の対象といたしました。 

 次の段落ですが、この研究開発の目的・目標は、総合科学技術会議の事前評
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価での指摘などを踏まえて、開始段階で一部変更しています。予算額との関係

については、後ほど別途ご報告します。 

 次に、３．１．1．個別課題の研究開発成果に係る目標の達成状況について

です。個別課題の成果については、農林水産省が実施した評価結果が資料とし

て提出され、その概要の説明を受けました。①から④の４つの括りごとに成果

の概要を示しましたが、ここでは内容の詳細は省略します。 

 次に７ページの中段ですが、農林水産省の評価では、いずれも開始時点の目

標は達成し、一部はこれを上回る成果を得ているとしています。この農林水産

省の実施した個別課題の成果の評価は、適切に実施されており、それを踏まえ

れば、農林水産省の評価のとおり個別課題の研究開発成果は十分に開始当初の

目標を達成していると判断いたしました。 

 続きまして、３．１．２．研究開発総体の効果に関する検証・評価の実施で

す。総体の効果に関するものです。農林水産省は、計画段階において、本研究

開発の成果を種々の農林水産政策上の課題解決に活用していくことを目指して

おり、また、植物生命科学研究の基盤整備、イネの各種形質の改良、植物工場

などの産業利用につなげることを目的としていました。 

 そして、農林水産政策上の位置付けとしては、フォローアップ時の説明にお

いて、「画期的な品種開発等に活用し得る知的財産権の強化に主眼を置き、得

られた特許等については、農産物需要の拡大・生産性の向上等の国内農業振興、

食料輸出国に対する競争力向上・開発途上国への技術支援等の国際戦略に基づ

く貢献等の政策手段として活用していく」としていました。 

 従いまして、総合科学技術会議として事前評価などで指摘した事項ではない

のですが、農林水産省は政策実施担当府省でもあり、先ほど申し上げました個

別課題の成果にとどまらず、全体の特許の取得状況などを把握・分析し、それ

らについて当初目指した政策上の課題解決への活用見込みやその効果・貢献度

など、本研究開発成果の全体としての効果に関しても検証・評価を行うべきだ

ったということを結論としております。 

 次は、３．２．研究開発成果の活用状況に関してです。本研究開発において

は、個別課題の研究成果により、解読しましたイネゲノムの全塩基配列などの

成果をデータベースとして整備・公開し、また、遺伝解析のための植物ゲノム

研究用リソースを整備・配布しており、植物生命科学の発展に結びつけるよう

な体制が整備されたことから、科学技術的な波及効果は今後大きく期待されま

す。 

 また、ＤＮＡマーカーを活用した効率的な育種手法や、遺伝子組換え手法の

開発などの成果により、今後の課題解決に貢献する品種開発が見込まれること

から、これらによって食料確保や農業振興、国際的な農業支援などの社会経済
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的・国際的な波及効果も期待されます。 

 農林水産省は、このような本研究開発の成果を活用した次の段階の具体的な

施策として、政策研究の基本計画に沿って、食料問題、環境問題及びエネルギ

ー問題の解決に貢献する画期的な作物の開発を目指した開発研究や、加工品等

に利用された農産物の品種識別技術の研究開発などに取り組んでおります。 

 本研究開発は基礎的な研究開発でございますが、イネという重要な作物を対

象としており、多くの研究開発成果が得られており、その成果の活用によって、

多くの具体的・画期的成果に結びつく可能性を有しております。 

 このような研究成果が得られているのであるから、農林水産省は、研究開発

の実施主体として次の段階の研究開発に活用するだけではなく、これらの政策

実施を担う府省として多くの政策課題解決に活用していくべきと、期待を込め

た結論としています。 

 特に特許に関しましては、平成１６年のフォローアップの際に、政策手段と

して活用していくと説明しており、また、特許の出願は昨年度末で１３７件あ

り、国際特許も何件かあります。今後、特許出願もさらに増加するでしょうし、

それらを政策に活用していくことになるのですから、特許等の取得や政策上へ

の活用に関する方針を明確にしていくべきであると指摘しています。 

 これに関しましては、特許の国際戦略への貢献、戦略的な活用を図るために、

海外との競争力の状況などを継続的かつ組織的に把握すべきと指摘しています。 

 また、１０ページの最後の節ですけれども、ＧＭＯについては、平成２０年

１月に有識者からなる検討会によって取りまとめられた方針等に沿って、国民

理解に関する取組の強化を行っております。 

 この研究開発の成果である遺伝子組換え技術を国内で活用していくためには、

遺伝子組換え作物に関する国民の理解が欠かせないため、関係府省とも協力し

つつ、取組を一層推進していくべきとしています。 

 次に、３．３．研究開発マネジメントの実施状況です。個別課題の運営管理

は、課題ごとの総括研究リーダーを中心として適切に実施されており、農林水

産省からも、「このことが個別課題の目標が十分に達成できた要因の一つと考

えられる」と説明を受け、そのように判断しました。 

 一方で、研究開発全体の運営管理については、全体の統括責任者と農林水産

省が協議して方針決定等を行う体制で実施されましたが、全体の総括責任者が

２回交代されています。総合科学技術会議の事前評価やそのフォローアップ等

においてトップマネジメントの重要性を指摘しておりますが、農林水産省は説

明の中で、「研究代表者は交代したが、十分に引き継ぎをしたので研究には支

障がなかった」としております。 

 しかしながら、本研究開発のように、多数の個別課題からなる研究開発は、
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上位の施策を視野に入れたトップマネジメントによる包括的・総合的なリーダ

ーシップが継続的に発揮されるよう、研究開発全体の管理運営を行うべきであ

り、そのような認識を示しました。 

 また、先ほどと同様ですが、全体の管理運営や成果に関しても、事後評価を

実施することが重要であって、農林水産省は今後このような多くの個別課題か

ら構成される研究開発の実施に際して、全体として政策目的に関連させた目標

を設定し、それに相応したマネジメントの体制を整備して、さらにその目標の

達成状況や運営管理の妥当性などについての評価を適切に行う体制を整備すべ

きであると指摘しました。 

 次に、３．４．です。以上のような目標達成状況、成果の活用状況、マネジ

メントの実施状況を踏まえ、全体のまとめと今後の課題を整理いたしました。

総合科学技術会議が実施する事後評価では、研究結果の内容ではなくて、その

成果の活用や研究推進体制整備の課題を検討することになっております。従っ

て、まとめではその点に関するものを整理しました。 

 本研究開発については、個別課題ごとには目標は十分に達成したものと認め

られ、その成果は農林水産省が取り組むべき幅広い政策課題の解決に貢献して

いくことが期待されます。このため、農林水産省は、今後この成果をより多く

の政策課題解決に活用していくべきであるとの課題を指摘しています。その際、

得られた特許等を活用していくための具体的な方針の策定や、海外情勢の把握

等については、成果の活用の前提になりますので、早急に取り組むべきであり

ます。 

 また、今後実施する研究開発の検証・評価に関しては、研究開発成果の総体

についての政策上の課題解決への活用見込みなどの検証・評価を適切に実施す

べきであると指摘しています。 

 さらに、これは農林水産省だけではなく、ほかの府省も含めて取り組んでい

くべき課題として、本研究開発のように相互に関連する多くの個別課題から構

成される政策対応型の研究開発に関する目標設定、評価体制、施策への活用に

ついての課題を指摘しました。 

 調査検討結果については以上でございます。 

 最後に、この事後評価の調査検討を通じて、総合科学技術会議が実施する評

価の今後の課題と考えられる事項を報告します。資料３をごらんください。 

 これは、先ほど評価報告書（案）のところでも触れましたが、投入予算額に

関する事項です。前回の評価専門調査会でも農林水産省に質問が出されました

が、事前評価を実施した際の計画では、国費投入額は４５０億円であったもの

が、実績は１４２億円でした。投入額の減少にもかかわらず目標を達成したの

は、予算の決定時に小課題の実施数の減少なども含めた目標の見直しが行われ
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たものであり、予算額に見合った計画となったと農林水産省から説明を受けま

した。 

 研究が開始された後の平成１６年の評価専門調査会のフォローアップでは、

その予算が大幅に減少したことを確認した上で、概ね指摘事項等に沿った対応

が図られているとしています。この研究開発の事前評価を実施した平成１４年

や、そのフォローアップを実施した平成１６年当時は、総合科学技術会議が実

施する国家的な重要な研究開発の評価としては、事前評価は実施するが、事後

評価を実施することになっていませんでした。このために、事前評価のフォロ

ーアップの際には、予算額の増減と目標の変更状況などに関して、十分に把握

が行われなかったのではないかと推察されます。このイネゲノムの研究開発に

関しては、個別課題ごとに目標を達成しているものと認められ、投入予算額は

概ね妥当であったものと考えられます。 

 一方で、概算要求時点の予算額が過大であったのではないかという疑問は残

りますが、それを評価専門調査会としてフォローアップの際に追認していると

いうことも事実であります。したがって、予算額は決定段階で大幅に変更され

る場合が多いことから、フォローアップの際にその状況を精緻に確認すること

が重要になるのではないかというのが、今後の課題ではないかと思われますの

で、報告いたしました。 

 以上です。 

【奥村会長】どうもありがとうございました。 

 それでは、まず資料２につきまして、ご意見あるいはご質問をお願いしたい

と思います。 

 榊原委員。 

【榊原委員】個別課題の個別的な評価だけではなくて、総体としての効果に関

する評価が必要だという指摘は、適切な正しい指摘だと思うんですけれども、

一般論として、そういうことは他の大規模プロジェクトについて行われている

のか、制度的に行うことが求められているのか、この案件、イネゲノムだけに

ついての指摘として不足しているという指摘になっているのか、その辺の事実

関係の補足的な説明がいただければありがたいんですが。 

【天野参事官】それでは、私からご説明をさせていただきます。 

 先生がご指摘の点について、一般的な話でございますが、昨年まとめていた

だきました「大綱的指針」の中では、施策と課題と分けまして、中でもプログ

ラム化等々の議論がございましたけれども、それを束ねて１つの施策としてい

る場合には、全体の評価と個別の課題の評価が実施されるものと理解しており

ます。各府省の政策体系の中でも、研究開発の個別課題の評価と政策評価の体

系等を関連付けて、上位施策につながる評価をしているというのが一般的であ
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ると承知しております。 

【奥村会長】よろしゅうございますか。 

 それでは、齋藤委員。 

【齋藤委員】この研究の成果については、大変画期的な成果を上げられたと思

っています。前回の調査会でも議論が出て、こういう技術というのは、この中

にも書いてありますが、遺伝子組換えに代表されるように、国民的理解が少な

くとも現時点の日本では大変難しいことと関連しているという質問が伊澤さん

からあったときに、それに対して農水省がお答えになったのは、これは遺伝子

組換えではない、ＤＮＡマーカー育種なんだと言われた。あれは典型的な逃げ

の答弁です。この中にもちゃんと書いていただいていますが、これはいろいろ

な使い方ができる技術なので、当然マーカー育種にも使えるけれども、遺伝子

組換えにも非常に有力なツールになるわけで、迅速にやるためには後者のこと

を考える人が普通だと思います。 

 私自身は、遺伝子組換えでできた作物が危険なものだとは思ってないので、

そういうことがあっても構わないと思いますが、今、イノベーション政策と言

われているわけですよね。この研究はイノベーション政策と言われる前からい

ろいろやっておられて、大変大きな成果を上げたということですが、最初の計

画のときからご説明を昔の資料で拝見すると、今言ったようなことも含めて、

産業化するに近い方法がいっぱい目的として掲げられているということなので、

まさにイノベーション政策と言うにふさわしい研究なのではないかと思うわけ

です。そういうのにも使えるちゃんとした研究になっているということだと思

います。 

 そのときに、今後の使い方、この中で農水省も遺伝子組換えについての科学

的理解が国民に広まるようにいろいろな努力が行われているということで、こ

れも大変立派なことだと思いますが、正面からちゃんと説明して、国民の理解

の得られたものから使うようにするというのが当然のやり方です。 

 もう一つ申し上げたいのは、イノベーションというのは、技術ができれはで

きる、というものではなくて、例えば産業界においても、それによって同じ会

社の中でも損をする人と得をする人がいて、それが多くの場合イノベーション

の阻害要因になっているということだと思いますが、総合科学技術会議全体と

して、イノベーション政策というときに、何と何を考えたらいいのかというこ

とを考える一つのサンプルになると思いますし、せっかくそういうことが出て

きたのですから、それをちゃんと正しく理解していただいて、イノベーション

につながるような政策をもっと積極的に講ずるようにしていただくということ

が、とても大事なことではないかと思います。前回そういう議論があって、素

人の私も含めて、「そう言われたら違うのか」と言って皆さん黙ったと思いま
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すが、そういう議論をしてはいけないということで、改めて我々として注意す

べきだと考えます。 

 以上です。 

【奥村会長】知野委員。 

【知野委員】国民への説明責任を果たすための評価とあるんですけれども、資

料２と資料３を読みますと、いろいろな文章を組み合わせており、それらを駆

使して読んだ上に、さらに行間を読まないと、何を言いたいのかわからないと

いう評価になっているのではないかと思います。具体的にはどのあたりかとい

うと、資料２と資料３は基本的に分けるべきではなくて、一つの評価に組み込

むべきではないかと思います。というのは、予算のこと、「予算額が過大でな

かったかとの疑問が残った」とありますけれども、こういうことも含めて本来

の評価に入れていくべきではないかということが１つ。 

 それから、マネジメントの問題が１１ページの真ん中以降で記載されていま

すけれども、これが何を言いたいのかが今ひとつよくわからない。５年間で２

回交代したということがよかったのか、悪かったのかなど、本来のあるべき姿

を含めて、もう一歩踏み込まないと、専門家以外の人々には何を言わんとして

いるのか全く理解できないと思います。 

 ３点目としては、その前の１０ページの遺伝子組替え作物に対する国民理解

のところです。こういう試みというのは、イネゲノムにかかわらず、双方向の

意見交換、コミュニケーションというのはずっと行われていることであり、今

回特にそういう試みによって一体どういう成果を出したのかなど、そのあたり

まで記載しないと、ただやっているというだけにしかならないのではないかと

思いました。 

 以上です。 

【奥村会長】それでは、廣橋先生、今のご質問に対して。 

【廣橋委員】まず最初のところ、資料３の部分も組み込んでということでした

が、その問題については、総合科学技術会議がフォローアップのときに十分踏

み込んで、その立場を明らかにすることができていなかったということもあっ

て、総合科学技術会議の中でこういうことを確認するという意図もあって、こ

の評価報告書の中に全部盛り込むのではなくて、分けた方がいいのではないか

という考えを了解いたしました。 

 それから、トップマネジメントの問題、ＧＭＯに関する取組の問題に関して

はいろいろな考えがあって、それを集約する過程でこういう表現になったと私

は理解しました。 

【奥村会長】よろしいですか、知野委員。 

【知野委員】本来フォローアップでやるべきものをやっていなかったというこ
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とであるならば、そこまで入れて書かないと、専門家以外の人には理解できま

せん。役所の側の都合でしかなくて、一連のものを踏まえた上で事後評価をし

て、フォローアップの問題があるならば、そういうふうに書かないとわからな

いと思うんですね。ここに別に紙を出しているからいいというようなものでは

なくて、５年間かけてやったプロジェクトに対して全体でどうなんだというこ

とを、一つのものでわかるようにしていかないと、説明責任を果たすことには

ならないと思います。 

【奥村会長】それでは、本件についてご意見をいただきましょうか。 

 小林委員。 

【小林委員】評価検討会に入っていた観点から申し上げますと、この研究プロ

ジェクト自体、ここに書き込んでいただいているとおり、個別課題の評価につ

いては目標を達成したという非常に高い評価なんですね。ですから、投入され

たインプットに対して、あらわれた個別の成果自体は十分に目標を達成してい

るという評価なんですけれども、当初掲げていた研究の目的、上位政策との関

係を考えてみると、トップマネジメントは、総体的に上位政策とのリンケージ

を考えながら、成果実現をしていくという観点で行われなければいけなかった

ということで、こういう内容に結果としてなっているということだと私も理解

しております。 

 ですから、書き方としては、事後評価結果として、それぞれの個別課題の達

成状況に対する評価と、それ以上にこれは政策的目的があるわけだから、政策

の担当府省としてそこまで踏み込んで研究開発をやるべきであったということ

を、二段構えで書き込んでいるという形になっているというのが、評価検討会

のメンバーとしての私の理解であります。 

【奥村会長】資料３の扱いについては、小林先生、何か意見ございますか。 

【小林委員】資料３の扱いは、今、廣橋先生のご意見があったとおり、投入予

算額が妥当であったかどうかということについての精査は、事後評価結果の中

にではなくて、別建てにした方が、研究開発の実施評価結果としての文書と、

投入予算額、インプットを含めて、当初の計画から変更があった部分について、

それが妥当であったのかということは切り離して記載した方が、より論点が明

確になるのではないかというのが私の意見です。 

【奥村会長】それでは、田渕委員。 

【田渕委員】今のところとつながっているかどうか、ちょっと微妙ですが、最

初にご質問があった「個別は良いけれども、総体は評価ができていない」とい

うことで、実際に総体としての評価は実施されるべきだという形になっている

というご説明だったと思うんですけれども、この評価の中でなぜ実施できなか

ったのか。今のお話でいくと、トップが代わったからなのか、ほかに要因があ
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るのか。個別の課題では良いけれども、総体としてはだめなんだということで

はなく、総体としての評価がなぜなされなかったのか、そこをきちんと説明し

ていただきたいなと思うんです。 

 例えばトップが代わったからであるならば、そういう形で提示をする。そう

すると、次に評価をするときに、そこを改善のポイントとして活かせるんです

ね。このままだとなぜ総体として検証ができなかったのかというのがよく見え

てこない。評価すべきであるという指摘はあるんですけれども、そこの部分を

どう分析しているのか、この中だけでは見えないので、検討会の中で議論され

ているのであるならば、どういう議論がなされて、検証・評価を行うべきとい

う結論に達したのか、そのあたりをご説明いただけますでしょうか。 

【奥村会長】先に事務局から。 

【天野参事官】補足的にご説明させていただきます。全体の評価については、

農林水産省から今回ご説明いただいたものは、農林水産省が自己の点検をした、

自己評価をしたものでございます。全体の目標も決めておりますので、目標達

成状況がどうだったかということについてはご報告いただいております。 

 ここで示しておりますのは、一つは、目標について、研究成果ではなく政策

的に施策とつなげた目標、より政策的な目標との関係で検証・評価をすべきだ

ったということ。もう一つは、自己評価、内部評価ではなくて、外部有識者を

活用した検証・評価を行うべきだということで、客観的な目で見た方がいいと

いうこと。全体評価は全くなされてないわけではなく、不十分だという観点で

こういう整理になったと承知しております。 

【奥村会長】座長、追加のご発言ありますか。 

【廣橋委員】今の説明が事実関係で、評価ができなかったというよりは、適切

な評価をされていなかったという事実に基づいて、今後の取組としてそういう

体制が必要ではないかということにまとめました。 

【奥村会長】ほかに、本件についてご意見ございますか。 

 榊原委員。 

【榊原委員】先ほど来何度か提起されている論点で、「概算要求段階の予算額

が過大ではなかったのかという疑問が残った」というのが資料３で触れられて

いて、資料２の評価検討会の調査検討結果の原案の中にはこの論点は組み込ま

れてないので、読み手としては、この論点は出たけれども、最終的な原案から

は落したように受け取れるんですけれども、そういうふうに理解していいでし

ょうか。私は含めるべきだったのではないかと見ているのですが。 

 それから、先ほどの廣橋委員の説明がよくわからなかったんですが、総合科

学技術会議が指摘して、９課題のうちの３課題を中止あるいは早期終了にした

ことは事実だけれども、投入予算額が全体として当初の要求額を下回っている
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ということは、３課題を中止あるいは早期終了したということの影響のみなら

ず、すべての課題について非常に大きな要求金額が出ていて、ざっと見るとす

べての課題について実際の予算額は３分の１前後になっていて、必ずしも総合

科学技術会議による見直しの結果ではないのではないか。そういう意味でも、

予算額が過大であったという疑問は疑問として残るポイントなのではないかと

見ているんですけど。 

【天野参事官】状況だけご説明させていただいてよろしいでしょうか。 

【奥村会長】はい。 

【天野参事官】予算額が３分の１に減少しているというのは、前回の評価専門

調査会でも何人かの先生からご質問があったところでございます。農林水産省

からそのときもご説明がございましたし、検討会でもご説明がございましたが、

課題が減ったということと併せまして、各課題について内容の実施数を見直し

て、事前評価のときとは全く同じではなく、研究開始の時点で予算に応じて見

直しをして実施したというご説明を受けているということです。 

 それから、当初１年目の平成１５年度予算として１０３億で要求して、結果

として平成１５年の予算額は３０億になったわけでございますけれども、そう

いう形でこの事業は進めていくということを、評価専門調査会として開始２年

目に実施したフォローアップのなかで整理して、各指摘事項への個別も概ね適

切であったとしております。もう一度その時点に返って予算額の議論をすると

いうのは、事前評価、フォローアップ、今回の事後評価という評価の流れの中

で少し無理があると言いますか、つながっていかない面があるのではないかと

考えております。この評価結果は農水省に対して通知するということを前提に

まとめておりますので、それとは別に今後の評価専門調査会の評価のやり方と

して整理をしたというのが、これは評価検討会からの報告でございます。 

【奥村会長】中村委員。 

【中村委員】まず、投入金額というのは非常に大事でありまして、どれだけ予

算、人材を投入したかと、それだけ投資することによってかくかくしかじかの

成果が出たと、それが妥当であったかということになりますので、最初の事後

評価結果全体に関する記述の中に、投入金額については、５カ年で１４２億投

入し、その結果として①から④にあるような個々のテーマについて、非常にす

ばらしい成果が出た、というような書き方にした方がいいのではないかなとい

うふうに感じました。 

 それから、当初４５０億円を予定していたけれども、１４２億円で済んだと

いうと、国民から見ると非常に少ない投入金額で立派な成果を上げていただい

たということで、これはあまり問題にならないのではないかと思います。国の

プロジェクトを計画する段階でどれだけよく検討したかということで、もし問
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題があるとすれば、それは資料３で触れるのもいいのではないかなと、そうい

うふうに感じました。 

【奥村会長】ありがとうございます。 

 齋藤委員。 

【齋藤委員】今、総合的な評価がないということについて議論がありましたが、

いただいた資料については、スライド形式で総合的なものについてはほとんど

ない、個別の内容がずっと並んでいるということですが、本当の報告書という

のは、このほかにあるんですよね。それはどうなっているのか。それにもない

んですか。これだけあるならば、総合的なものや、それぞれ個別の報告書が、

何ページか知りませんが、総合的なものというのは、リーダーがおられるなら

ば、リーダーがそれを見ながら内容として、個別の研究がどのように使われる

のか。 

 先ほどからお話いただいている解析結果の利用の仕方に関して、それぞれの

解析があり、全体のシミュレーションのようなことがありということになって

いるわけでございますので、それをつなぎ合わせた、ほかの研究を使ってほか

の研究が行われていると、中身はそうなっているように。そうやらなければで

きない研究が行われているわけで、実際にはそういうことが行われているんだ

と思うので、そこら辺の関係をちゃんと説明する。 

 総合のところには、スライドでは個別項目のリストが何の説明もなくばっと

挙がっているんですが、それがどういう関係で有機的になっているんだという

ことをリーダーが書いていただければ、それで総合的な評価になると思うので、

なぜそれができていないのか。これはリーダーが書かなくても、事務局で書い

てもいいんじゃないかと思いますが、それがないとは信じられないので、そこ

のところはどうなっているのかということ。この資料だけでは判断できないの

で、ご質問です。 

【天野参事官】資料のご説明をさせていただきたいと思います。机上資料の②

の第１回目の資料をごらんいただきたいと思います。パワーポイントの資料が

ついておりまして、それが６４ページまでありまして、その次に農林水産省か

らこのプロジェクトに関わる事後評価の報告と言いますか、結果の資料を全部

出していただいております。 

 参考３の「農林水産省における事後評価結果」を１枚めくっていただきます

と、目次がございます。１２の個別課題が書いてございまして、それぞれごと

に、右にございますような外部のパネルをつくりまして、きちんと評価をして

いるということで、全体のものを出してくれという要請をしておりましたけれ

ども、全体のものはこういう形ではされていないということ。 

 全体につきましては、先ほど申しましたように、農林水産省として目標を達
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成しているかどうかということでは、②の資料の５ページ目をごらんいただき

たいと思います。研究の目標というのがございます。これは事前評価時の当初

のものでございますけれども、こういう全体の目標をつくって、６ページ目が

それぞれ課題の全体の関係。今、先生がおっしゃいましたように、成果を活用

しながら各プロジェクトをやったという内容のご説明を受けております。 

 研究全体の目標達成状況というのは１７ページ目になります。５ページ目の

目標に対して、研究の成果と目標の達成状況、個別がどうかということと全体

がどうかということを、調査項目として農林水産省に提示し、農林水産省から

全体のものはこれですというご説明を受けたものです。これを踏まえまして、

評価検討会においては、全体を通してというものが足りないのではないかとい

うことで、こういうまとめをさせていただいたものでございます。 

【齋藤委員】そういう疑念が出てくる部分については、そこのところの報告書

があるはずなので、そこのところが不満足だというなら、それをちゃんとチェ

ックすべきです。チェックしないと結論は出せないと。農水省の説明が悪いの

か、研究者が悪いのか、これではわからないというふうな感じがします。農水

省が出した資料が不十分だというのはよくわかりますが、それは研究者の責任

なのか、農水省の責任なのか。 

【奥村会長】これは農水省が実施主体ですので、最終的には農水省がきちっと

したお答えを出すことで、農水省の傘下の研究者か行政かという議論は、我々

は農水省側の仕事の仕方全体を見ているわけですので、それはここで特定する

ものではないと思います。農水省自身がフォローアップ時にこういう行政目的

に使うということを表明しているわけですので、それに対する報告書をお願い

したいと、そういうことを言っているわけですね。それがまだ出てないので、

早急にすべきではないかというのが今回の趣旨というか、そういう文言になっ

ているわけです。 

【齋藤委員】それは出てくるんですか。出てこないところでいいとか悪いとか

いう結論は出せないということですよね。もう一回この会議をやらないと、こ

の結論は出せない。ここの研究に対する評価はできないと。 

【奥村会長】では、事務局から事務的に説明してください。 

【天野参事官】そこにつきましては、この評価の実施時点、このプロジェクト

が終った時点でどうかということでございますので、今の時点での評価という

ことになります。それをやれという先生のご指摘もあるかと思いますが、やっ

た上でという事後の性格からしますと、今後にそういうものをやっていけとい

うことで整理をさせていただいた方がいいのではないかと。 

 先ほど申しましたように、出してくれという要請をした結果、こういう説明

だったということを踏まえて、私どもは効果全体に関する取りまとめはされて
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ないということを前提に、こういうことをやっていくべきだということで整理

をさせていただいたものでございます。 

【奥村会長】もう一度チャンスがありまして、この後、追跡評価があるんです

ね。また数年後になると思いますが、そこの時点でここの対応に指摘する事項

をどういう対処をしたかという実績を見ると、それが本当の最後のこのプロジ

ェクトの評価ということになります。 

 陽委員。 

【陽委員】１１ページのあたりを中心に、研究開発マネジメントということに

ついての意見を述べさせていただきたいと思います。資料２です。 

 中間以下のところに、「全体の総括責任者が５年の間に２回交代した」とい

う言葉がありますが、これは理事長が退職したりとか何かあって代わったのも

かもしれないので、人事の問題とトップマネジメントの問題を一緒に書かれる

のは、評価される側としては大変で、こういう評価の仕方をすれば、今後どの

研究所もこういうものについて、理事長がやめるということがあった場合に、

それぞれの評価委員会があったり、中間評価があったりして、各研究所で年次

の研究基本計画をきちっと作っていて、それに対応してプロジェクトをし、そ

の総括としてマネジメントとしての理事長がいるのであって、理事長が５年に

２回交代したというふうな具体的な数字は、受ける側の研究所としては大変な

話になります。 

 今後、こういうイグザンプルがありますと、「おい、人事代えられないぞ」

という話だって起こるでしょうし、マネジメントというのは、理事長というの

はある意味ではリーダーではあるけれども、そのリーダーが遂行するためには、

年次計画をきちんと立てて、その都度評価しているわけですから、理事長が代

わったことが、全体の総括責任者が代わったから、これは問題だというとらえ

方は問題ではないかという気がします。ご意見がたくさんあるでしょうが、私

はこういう書き方はあまりよろしくないと思うんですが、いかがでしょうか。 

【天野参事官】事実関係だけご説明させていただきます。全体責任者は、中心

的な役割を担いました農業・生物資源研究所の理事長が、最初お２人が理事長

でございますが、３人目が理事になっているということと、農林水産省が事前

評価などでご説明した中では、産学連携も含めてやるために、トップマネジメ

ントが必要で、外からの人材を統括責任者に置くんだというご説明をされまし

た。 

 先生がおっしゃるように特殊事情があるのかどうか、検討会でも農林水産省

に問いかけをしたんですが、そういうご回答はなく、先ほど座長からご説明が

ありましたように、十分引き継ぎをされたのでできる、とのことでした。理事

長なので交代もあり得るというご説明はあったんですが、理事長でない人も統
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括責任者にしており、事実関係との整合がとれない説明でした。５年間で２回

交代していることは、トップマネジメントが重要だということとの乖離がある

のではないかということで、その判断といいますか、評定はしておりませんけ

れども、事実関係だけを整理して、その視点で見解を書かせていただいていま

す。 

【奥村会長】本田委員。 

【本田委員】私も今の陽先生の意見に賛成です。１１ページの第２パラグラフ

に「個別課題の運営管理は、課題ごとの総括研究リーダーは経験と実績を有す

る云々」で、この方が概ね一人のリーダーで継続したからよかったということ

で、こういう人であればよかったということで、逆に全体は単に理事長だから

総括責任者というのはよくないのではないかというふうに、この文章を見たら、

２つを見れば読み取れるんですけれども、それはそれでいいんじゃないかと。 

 第３パラグラフの下の方に、「リーダーシップを継続的に発揮して云々」と

ありますように、ポストは責任者にあるということが、必ずしも適していない

ということをここで言っているのではないかと思うんです。ただ、言下にそう

いうふうに読み取らなければいけないということは問題かもしれません。もっ

とはっきりと、ポストだからそこに就くということが正しいのではない、とい

う書き方があっていいのかどうかというように思うんです。それが一点。 

 もう一点、今までも議論がありました予算の件です。これは、資料１の前回

の議事録の１７ページの上から４行目からのところで、奥村会長から「例えば

８２億に対して１４億とか、８５億に対して３３億」とあって、その後、早川

研究開発官は「別途資料を作成してご説明したいと思います」とおっしゃって

いるわけですね。このときの説明で、８２億が１４億、８５億が３３億になっ

たということがなるほどと言って、検討会の方でご納得いただいていたのであ

れば、この件はもう終っているんじゃないと思うんですね。 

 そこが検討会での説明がなかったので、予算と実行額の差異について議論が

出ているんじゃないかと思うんです。もしも検討会の中で、今申し上げた８２

億が１４億に、８５億が３３億になった理由の説明がなされていて、了解され

ていれば、そこをご紹介いただいたらいいのではないかなと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

【奥村会長】廣橋先生、よろしいですか。 

【廣橋委員】今の点に関しては、農林水産省からも説明をしてもらいまして、

議論をいたしました。確かに完全に明確な答えというわけではないわけですが、

それについて議論をして、かつ、フォローアップのときに、そういう事実があ

ったんだけれども、それを了解してこれまで進めてきたということもあるので、

全体の評価のあり方の問題と分けて考えて、目的を見直し、課題数を制限した
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ので、結果としては成果が上がっていると、このように整理したということで

あります。 

【陽委員】総理大臣が２年に３人代わったというのと一緒じゃない。総理大臣

が２年に３人代わったとかいう評価と同じような書き方をされると、おもしろ

くないんじゃないですかね。 

【奥村会長】何か具体的にご提言いただけますか。ここの表現につきまして、

具体的なご提案をいただけますでしょうか。 

【陽委員】僕は、「総括責任者が５年の間に２回交代した」ということが必要

なのかどうかということについては、削除すればいいと思うんです、具体的に

は。だって、その前に、それぞれその内部には、その研究所でいろいろな基本

計画を練りながら、評価しながらやっているわけですよね。ただ表面的に形式

的に、５年の間に２回交代したという書き方に何が意味があるんだろうか、私

にはよくわからないんですね。 

【奥村会長】それでは、今の表現につきまして、ほかの先生方。 

【齋藤委員】私も、この書き方は何を言いたいのかわからないので、ちゃんと

書くべきだと思います。多分２つ問題があって、理事長とか何か、そういう人

事に伴って形式的に総括責任者を代えているように見えないでもない。もしそ

うだとするとそういうのはやめるべきだと書くべきですね。 

 もう一つは、形式的にやったからかどうか知りませんが、総括評価が出てな

い。農水省が出していないというのはそこと関連するかどうか知りませんが、

それを確認した上で、そういうことで総括的な評価は不十分になった原因はこ

こにもあるのではないか、これについてマネジメント上、今後のことも含めて

好ましくない、というふうにちゃんと書くべきだと思います。形式的に代わっ

たということ自体、その理由と、その結果何の問題もなければ書かなくてもい

いと思います。現にそういうことが議論されているんだったら、それはちゃん

と書かなくてはいけないと私は思います。 

【奥村会長】小林委員。 

【小林委員】今、齋藤先生に言っていただいたとおりのことでして、交代した

ということだけが問題なのではなくて、交代する総括責任者がアウトカムの評

価、全体の評価に責任を持つというポジションとしてマネジメント上は設定さ

れるべきだという意義付けがあった上で、農水省に説明を求めたんですが、単

純に引き継ぎが円滑に行われたという答えに終始いたしておりました。 

 それでは、当初ここに掲げられている研究の目的の、例えば植物生命科学研

究の基盤をつくるとか、産業利用につなげるというような、大きな上位政策に

かかわるようなアウトカム、あるいは、インパクトにかかわるような評価の部

分に責任を持つようなポジションとして、総括責任者が位置付けられていなか
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ったということに問題があるというふうに評価したということであります。 

【奥村会長】ほかの委員の方で、この表現につきましてご意見ございますか。 

 ここはややわかりにくい。座長の方から先ほどの陽委員のご提案に対して何

かございますか。 

【廣橋委員】今説明があったような、そういう役割を果たせなかったという意

味もあって、トップマネジメントの重要性を指摘したにもかかわらず、それを

果たせるような体制になっていなかったと評価する考え方から、そうではなく

て、十分引き継ぎをしたのでうまくいったんだというの考えまでいろいろな意

見があって、それを整理する中で事実関係だけにとどめたというところがある

というのが、今の報告書の段階です。それをどうするかというのはぜひここで

議論していただきたいと思います。 

【齋藤委員】先ほどの総括的な評価がなかったのが原因であるということなら

ば、それはちゃんとそう書くべきだと、ここにも含めて書くべきだと。そうい

う悪い結果を生んだと、これは確認する必要があると思います。 

【奥村会長】何かございますか。 

 私、検討会のメンバーなんですけれども、これまで出ていないということが

事実なんですね。従って、早急にやりなさいということをここで言っているわ

けです、やってくださいと。過去の研究結果は逃げませんので、政策全体の目

的についての評価はこれからやってくださいと。今まで遅れたことと総括責任

者が２回代わったこととの因果関係は明確な証拠はないわけですね。その可能

性があるのではないかということはあるんでしょうけれども、明確な証拠がな

い以上、必ずしもそこまで踏み込んで書くことはできないと、こういう議論は

あるわけです。そういうことで、事実関係だけをここで表現していると。 

 はい、どうぞ。 

【知野委員】この問題は、最初に指摘させていただいた、まさに、読んで何を

言いたいのかがよくわからない、というところなんですね。そういうことであ

れば、別記としてどういう議論があったかということも含めて書かれたらどう

なんでしょうか。つまり、良かった、悪かったというところです。要するに、

責任者が代わられたことによって総合的評価が出なかったという意見もあった

けれども、一方ではそうでもないという意見があったとか。というのは、これ

は国民への説明もさることながら、研究マネジメントに対する教訓みたいなも

のを引き出していくという役割もあると思うので。それだけ議論が戦わされた

のなら、それも記録に残していくという方策を模索されるというのはいかがで

しょうか。 

【奥村会長】議論をするというより、事実関係が、代わったことと最後のアウ

トカムの評価の不十分さを議論できるようなネタがあるわけではないんですね。
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ですから、私の記憶では大議論があったということではないと思うんです、こ

の件に関して。皆さんそういう因果関係があるのではないかなと推測している

に過ぎないんですね。ですから、そこは項を起こして明確に書くほどの議論は

なかったというのは事実だと思うんですが、いかがですか、座長。 

【廣橋委員】そのとおりだと思います。 

【奥村会長】大分予定の時間を超過しております。何人かの方のご意見は必ず

しも同じではございませんけれども、本日出していただきましたご意見を参考

にさせていただき、座長と相談の上、最後の文言はお任せいただけるというこ

とでいかがでございましょうか。 

 よろしゅうございましょうか。 

 ありがとうございます。それでは、そういう取扱にさせていただきたいと思

います。 

 本件に関しましては、廣橋座長はじめ検討会に参加された専門委員の皆様方、

大変ありがとうございました。 

 本件につきまして、今後のスケジュールについて事務局からご説明します。 

【天野参事官】それでは、ご説明いたします。 

 ただいま全体の取りまとめを会長からしていただきましたように、今後、会

長及び座長の修正を経て取りまとめられたものにつきましては、評価専門調査

会の評価結果案として、今後開催される総合科学技術会議においてご決定いた

だくこととしたいと思います。決定された場合、総合科学技術会議会長から農

林水産大臣あてに通知させていただくということで進めさせていただきたいと

思います。 

 なお、次回の本会議の開催日程は決まっておりませんで、事後評価は研究開

発が終った翌年度にやることになっているのでございますが、年度を超えてし

まうかもしれませんけれども、次回本会議で審議、決定できるように進めたい

と思っております。 

 以上でございます。 

【奥村会長】ありがとうございます。 

 それでは、第２の議題に移らせていただきます。 

 ２つ目の議題は、「総合科学技術会議が必要と認め指定して行う評価につい

て」の案件でございます。本件は、経済産業省が実施しております「メタンハ

イドレート開発促進事業」でございまして、この課題について、総合科学技術

会議が指定して評価を行うべきか否かについてのご検討をしていただくという

ものでございます。 

 議題に入る前に、本日の専門調査会、本議題の最後の討議を委員の先生方で

ご討議いただきますけれども、そこの部分を非公開とさせていただきたいと思
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いますので、会議の運営についてご説明をしたいと思います。「参考１」とい

う資料がお手元にあるかと思いますが、これをごらんいただきたいと思います。 

 これの第５条第１項、「専門調査会の会議は原則として公開する。ただし、

会長が議事を公開しないことが適当であるとしたときは、この限りではない」

と、こう規定を受けております。本課題は、個別の研究開発課題に関わる検討

でありまして、委員の先生方の自由闊達な議論をお願いしたいということから、

この運営規則を適用いたしまして、ヒアリングを行った後の議論については非

公開とさせていただきたいと思います。 

 また、議事録につきましては、発言者の校正をしていただいた後、非公開の

討議部分のみ発言者名を伏して公開したいと思いますが、よろしゅうございま

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

【奥村会長】ありがとうございます。 

 それでは、早速、本件の説明に入りたいと思いますけれども、そういうこと

で傍聴されておられる方は、非公開の討議のパートにつきましてはご退出をお

願いしたいということを申し上げます。 

 それでは、初めに進め方につきまして、事務局からご説明申し上げます。 

【天野参事官】それでは、私からご説明をさせていただきます。 

 本日は、経済産業省様からこの事業の関係でご説明に来ている皆様方をご紹

介させていただきたいと思います。 

 経済産業省資源エネルギー庁石油・天然ガス課の佐々木課長補佐。同じく石

油・天然ガス課の長谷課長補佐。独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構Ｒ＆Ｄ推進部の大野部長。独立行政法人産業技術総合研究所メタンハイドレ

ート研究ラボの成田ラボ長。以上４名の方にご参加いただいております。 

  

（事務局から、資料４に基づいて説明が行われた） 

 

【奥村会長】今までの説明でご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしければ、経済産業省の方からご説明をお願いしたいと思います。 

【佐々木石油・天然ガス課課長補佐】経済産業省資源エネルギー庁石油・天然

ガス課の佐々木でございます。それでは、席上配布させていただきました資料

を基に、私どもがやってきておりますメタンハイドレート関連の技術開発事業

につきまして、これまでの経緯及びその推進の体制等について簡単にご説明申

し上げます。 

 表紙をめくっていただきますと、事業の概要ということで、これまでやって
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きたことを簡単にまとめさせていただいております。実施期間、今年度で８カ

年目にあたります。我々は今年度をフェーズ１と、最初のフェーズの最終年度

という位置付けをしているところでございますが、２００１年度からこの事業

を続けてきております。 

 この８カ年での予算総額２９７億円、１４年度から予算措置をいただいてお

りますが、その総額でございます。 

 実施者でございますけれども、経済産業省から、ここにあります石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構、産業技術総合研究所、エンジニアリング振興協会、こ

の３者でコンソーシアムのような形を作っていただきまして、そこに対して事

業を委託するという形で進めてきております。 

 このプロジェクトリーダーは、東大名誉教授の田中先生にお願いし、石油天

然ガス・金属鉱物資源機構、産業技術総合研究所の方々がその下について、事

業を行ってきているというものでございます。 

 さらに１ページめくっていただきますと、皆様ご承知かと思いますが、メタ

ンハイドレートとはどんなものかということを簡単に整理させていただいてお

ります。メタンハイドレートは、メタン分子が水分子の中に取り込まれて、氷

の状態で地層の中で眠っているというようなものでございまして、ポイントは

地層の中で固体の状態で存在しているということでございます。 

 後ほど生産手法の開発についてのところで改めてご説明申し上げますが、通

常の石油・天然ガスであれば、井戸を掘るとそこから自噴する、自然に噴出す

るというのが基本でございますが、メタンハイドレートは井戸を掘っても自噴

しないというところが、将来の炭化水素資源として期待しているものの、生産

することが難しい最大のポイントでございます。 

 ２ページ目の下の方に地図を書かせていただいておりますが、メタンハイド

レートというのはどういうところで生成されるかと申しますと、非常に低温で

かつ高圧の状態で生成されるという特性を持っております。したがいまして、

今、世界でメタンハイドレートがあることがわかっているところは、海底ない

し海底面下、ないしは一部極地の陸上という、極めて限られたところにあると

いうことがわかっております。また、日本周辺も海にしかないということがわ

かっております。したがって、これからご説明申し上げます生産手法の開発に

あたっては、こういった賦存状況を踏まえた上で、生産手法を開発していく必

要があるということでございます。 

 さらに、１ページめくっていただきますと、今簡単にご説明申し上げたもの

を図式化しております。普通の油とガスであれば井戸を掘ると自噴するもので

ございますけれども、メタンハイドレートは地層内に固体の形で眠っているも

のですから、井戸を掘っても自噴しないということで、これをいかにして経済



 

－24－ 

的に取り出すかというところが最大の課題でございます。 

 大体どのくらいのところにあるかと申しますと、海底面下１０００ｍプラス、

日本近海であればそのぐらいの水深の海底面下から数百メートルのところにか

たまって存在しているというのが通常でございます。日本近海にあるメタンハ

イドレートについても例外ではございませんで、同じような状態で賦存してい

ることがわかっているものですから、こういうところからいかにメタンハイド

レートを取り出すかというのが我々に課されている課題ということでございま

す。 

 メタンハイドレートは地下でメタンと水が結びついて氷の状態になっている

ものですから、これをそのまま固体で取り出すというのは、水深が１０００ｍ

を超えているようなところで、さらにそこから掘って取り出すというのは、だ

れがどう見ても経済性が合わないことは明らかですので、何らかの形で地層内

で溶かして、水とメタンに分けて、メタンだけを取り出すというのが唯一の方

法であろうと考えております。 

 では、地層の中でメタンハイドレートを溶かしてメタンを取り出すという方

法について考えられるものとしては、３ページ目の右側に書いてございます。

氷なので温度を上げて溶かす、今度は圧力を下げて沸点を下げて溶かす。あと

は、新たな物質を投入して化学変化に基づいて溶かす、この３つの方法が理論

的には考えられるわけですけれども、我々はメタンハイドレートをエネルギー

資源として開発しようと思っているものですから、取り出すエネルギーよりも

投入するエネルギーの方が多かったら何の価値もないわけです。 

 エネルギー効率の観点から見ても、効率的に取り出す方法はどれなのかとい

う観点で検討いたしました結果、加熱法というのは、エネルギー効率上、投入

エネルギーよりも得られるエネルギーの方が大きくなるというのはほぼ不可能

に近いだろうという結論に達したものですから、結論として申しますと、減圧

法、圧力を下げるという方法を採用することとさせていただきました。 

 こういった下で、さらに１ページめくっていただきまして、４ページからこ

れまでやってきた私どもの事業の全体についてのご説明を書かせていただいて

おります。平成１３年７月にメタンハイドレート開発計画を策定し、フェーズ

を大きく３つに分けております。フェーズ１というのは、メタンハイドレート

は一体どんなもので、しかも日本の周りにどのくらいあるかということを調べ

た上で、最終的には海にあるメタンハイドレートの開発を目指したいと。日本

の場合は海にしかないものですから、それを開発するということを目指したわ

けですけれども、いきなり海に行くというのはなかなか難しいということで、

陸での産出試験をやってみようということでフェーズ１の事業を進めてきてお

ります。 
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 フェーズ２にいって、フェーズ２で陸での産出試験の継続、もう少し長期に

わたる産出試験を行い、かつ、海での産出試験、日本近海での産出試験を行う

ことをフェーズ２の目標として掲げ、フェーズ３で、経済性を合わせるような

技術開発というような位置付けでこの事業を今後とも続けていきたいと考えて

いるところでございます。 

 ５ページ目からは、これまで我々はフェーズ１を８カ年かけて行ってきたわ

けですが、その成果を簡単に整理させていただいております。 

 まず１つ目は、日本周辺にメタンハイドレートはどのぐらいあるのかという

賦存の状況と、賦存量についてきちんとデータをそろえるということで進めて

まいりました。日本のメタンハイドレートというのは太平洋側、我々は「南海

トラフエリア」と呼んでおりますけれども、静岡の沖合から高知県、宮崎県の

沖合ぐらいまで広く広がっているエリアにメタンハイドレートがあるだろうと

いうことがわかってきております。その中の一部、「東部南海トラフ」と呼ん

でおりますけれども、静岡県から和歌山県の沖合にかけての箇所において詳細

な物理探査を行い、かつ、ボーリングを行って、サンプルの採取も行って、埋

蔵量調査を行いました。 

 その結果、東部南海トラフというのは、南海トラフ全体のごくごく一部にあ

たるわけですけれども、ここのエリアだけで原始資源量とさせていただいてい

るので、ここからどれだけとれるのかということはまた別問題でございますが

資源量としてみると１．１兆㎥（４０兆ＴＣＦ）。これはどのぐらいかと申し

ますと、日本の今の天然ガスの消費量が３ＴＣＦぐらいですので、１３年分と

か１４年分というような分量に相当する量が、東部南海トラフの限られたエリ

アだけであることが推定されるということを結果として得ております。 

 さらに、１ページめくっていただきまして、日本近海にそれだけの分量があ

ることがわかったということもあり、フェーズ１の中で陸上での生産試験を行

わせていただきました。先ほど申し上げたように、メタンハイドレートという

のは海底面下ないしは極地の陸上にしかないものですから、まずは陸でやると

いうことでカナダのフィールドを選定し、そこにおいて生産試験を行いました。

第１回、２００１年度、第２回、２００６年、２００７年度、２回に分けてや

っておりまして、第２回は昨年の３月に行った試験で、カナダとの共同事業で

行っておりますが、この結果６日間の連続生産、減圧法という、先ほど申し上

げた地層内の圧力を下げるという形でメタンハイドレートを地層内で溶かして

メタンを取り出すということを行って、６日間の連続生産に成功したというこ

とでございます。 

 余談でございますけれども、これは世界で初めて減圧法という方法を用いて、

６日間という短い期間でございますが、連続生産に成功したということであり



 

－26－ 

まして、昨年の３月以降、諸外国からも高い関心が寄せられているところでご

ざいます。例えばアメリカとかインド、マレーシアといったところから、日本

の経験について教えてほしいというようなことを言われております。先般も、

アメリカの学術会、将来的な事業の研究開発事業を行っていく上で政府が諮問

している委員会のようでございますが、そこに、隣におります大野部長に参加

要請がありまして、大野部長が参加して我々の事業の取組内容について説明し

てきたところでございます。 

 先ほどご説明いただきましたが、この１月に産構審でメタンハイドレートの

事業について報告させていただいて、今年度がフェーズ１の最終年度になって

いるものですから、これから先の進め方についてご審議いただきました。その

結果、フェーズ１の成果もきちんと上がっているということで、来年度以降、

フェーズ２に進んでいいという審議結果をいただいております。 

 とは言え、これまで８カ年で行ってきた当該事業の結果を振り返ってみて、

課題を抽出すると、ここに５つ書かせていただいておりますが、これはあくま

でも一例でございます。例えば、産出試験の実施にもっと長期のものをやるべ

きではないかと。先ほど申し上げたように、カナダでの陸上の産出試験が世界

で初めて成功した事例とは言え、６日間の生産しか行えていないので、１カ月、

２カ月というオーダーでやらないと、いろいろな生産障害が発生する可能性の

検証という観点で申しますと、不十分であろうということで、もう少し長期に

わたる産出試験をやるべきではないか。 

 それから、日本のメタンハイドレート資源は基本的にすべて海にあるもので

すから、海での産出試験をやらないといけないのではないか。 

 また、海でメタンハイドレートの生産を行うのであれば、生産試験ないしは

生産事業を行う周辺の海洋環境に与える影響にきちんと配慮した上でやらない

といけないのではないか。 

 それから、生産手法の高度化とか開発システムの最適化と書かせていただい

ております。今、我々が減圧法という方法を用いて生産する方法をとっている

と申しましたが、例えば加熱法という温度を上げる方法とか、別の物質を投入

して化学反応で溶かすというようなほかの方法も考えられる中で、減圧法だけ

ではなくて、いわばハイブリッドのような形で幾つか組み合わせてやる方が効

率がよくなるのではないかと。 

 あとは、メタンハイドレートという資源は世界で実用化された事例は全くご

ざいません。開発するというプロジェクト全体を見たときに、どういうプロジ

ェクト全体のシステムをつくっていくことが、より効率的な生産につながるの

かといったような検討も必要だろうと考えております。 

 さらには、日本近海のメタンハイドレートの賦存状況でございますが、東部
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南海トラフについてはある程度詳細なデータがそろってきておりますし、賦存

量についてもある程度推定ができているところでございますけれども、その他

の部分についてはまだ分析が不十分でございますので、メタンハイドレートの

開発が、日本のエネルギーの安定供給という観点からどのぐらいインパクトを

持ち得るものなのかということを、より詳細に把握すべきだろうというような

考え方から、賦存状況の評価を今後とも進めていくべきだろうと。このような

点が、今後のフェーズ以降の大きな課題であろうと考えております。 

 ８ページは、今申し上げたことを線表にしたものでございます。 

 さらに１ページめくっていただきまして、９ページ目でございます。今後、

フェーズ２に入っていくにあたってどのように進めていくのかということを、

簡単に線表にさせていただいたものがこの表でございます。来年度から３カ年

ぐらいかけて、陸でより長期にわたる生産試験を行うとともに、２０１２年の

日本近海での海洋産出試験の実施を目指して準備を行おうと考えております。 

 フェーズ２は７カ年を予定しておりますが、２０１２年、１４年の２回にわ

たって海洋産出試験を行いたいと考えております。陸上での産出試験が終った

２０１１年度及び海洋での産出試験２回が終った２０１５年度の２回にわたっ

て、フェーズ２の中間評価、最終評価ということで、フェーズ２における我々

の取組について、専門家の方々にお集まりいただいて、評価をしていきたいと

思っているところでございます。 

 最後になりますが、１０ページ目、フェーズ１をどのようにやってきたのか

ということについて簡単にご説明させていただきたいと思います。今申し上げ

たように、このプロジェクトは経済産業省からＪＯＧＭＥＣ（石油天然ガス・

金属鉱物資源機構）及び産業技術総合研究所並びにエンジニアリング振興協会

の三者のコンソーシアムと書いてございますが、この三者にチームを組んでい

ただいて事業を行っていただくということで委託させていただいております。 

 ただ、このプロジェクトは極めて規模の大きいプロジェクトでございますし、

世界でも未知の領域に踏み込んでいくプロジェクトでございますので、各関連

する分野、例えば今までの伝統的な石油・天然ガスの開発に関わる分野の先生

方とか、メタンハイドレートは氷の一種ですので、氷の物質特性について研究

を行っている先生方、あとは、ユーザーサイドではガス業界の方、そういった

方々にお集まりいただいたメタンハイドレート開発実施検討会と私どもは呼ん

でおりますけれども、そういった専門家の方々にお集まりいただく会議を私ど

もの下で設置させていただきまして、そこへ年度計画とか事業の進捗等につい

て報告をするとともに、その先生方に評価していただいたり、進め方等につい

ての助言をいただいたりということで、皆様の評価をいただきながら事業を進

めてきております。これまでの間１５回開催いたしまして、特に今年度はフェ
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ーズ１からフェーズ２への移り変わりということで、３カ月に一遍ぐらいの頻

度で行わせていただいております。 

 それとは別にプロジェクト評価検討会を設けさせていただいておりまして、

平成１７年度と２０年度の２回にわたってプロジェクトの評価をいただいてお

ります。この評価検討会の評価結果を産構審にご報告いただき、先ほど申しま

したようにフェーズ２に移ってもいいという評価をいただいたところでござい

ます。 

 駆け足でございましたが、私どもがやっているプロジェクトの概要について

ご説明申し上げました。 

 最後に、１３ページ目以降は、総合評価ということで、いただいた評価のコ

メントの抜粋を書かせていただいておりますが、説明は割愛させていただきま

す。 

 どうも失礼いたしました。 

【奥村会長】ありがとうございました。 

 それでは、実施元の経済産業省の方がお見えですので、主に質問を中心にし

ていただけたらと思います。 

 陽委員。 

【陽委員】エネルギー利用のパイオニアということで、大変敬意を表すわけで

すが、私が質問したいのは温暖化防止という観点でこの質問をして、その辺の

解明をしていただけると大変助かると思うんです。例えば、グリーンランドの

氷が溶け始めたと。グリーンランドには石油があるから、ソ連などは今から石

油を掘りましょうという話がある。例えば氷が溶けたのは一体何であるのかと

いう疑問を持つわけです。それについては意見がいろいろあるでしょう、エネ

ルギー開発。 

 そこで、ＩＰＣＣが１９９０年にクライメットチェンジで最初にグリーンハ

ウスガスのことを報告して、私どもがやったんですが。１９９４年もメタンが

温暖化効果の年間４５０テラグラムと記憶しておりますけれども、その中でメ

タンハイドレートが５テラグラム、あるいは、０～１００テラグラムという幅

を持ちながら、メタンハイドレートの地球温暖化に関する寄与率が明快にわか

ってないんですね。ご専門の方ですから、ご存じなんだと思いますが。そうし

ますと、メタンハイドレートを活用することが、温暖化ガスとしてのメタンと

して出るものと、実際にメタンを燃やしてＣＯ２としてのコントリビューショ

ンがどのような分布をするのかということが、事前にある程度エスティメート

されていなければ、今からやっている開発の地球温暖化に対する対応として、

それがリーズナブルなものかどうかということを国民に説得させなければなら

ない部分があると思うんです。 
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【奥村会長】経済産業省。 

【佐々木石油・天然ガス課課長補佐】それに正面からお答えすることになるか

どうかわかりませんが、メタンハイドレートを資源として開発するにあたって

は、メタンが大気中に漏れたときに、それが温室効果という観点で問題である

ということは、我々も重々理解した上で進めているつもりでございます。例え

ば海洋、ないしは陸上でも同じですけれども、メタンハイドレートからメタン

を取り出すという事業を行うにあたっては、それを漏れないようにすると。分

離したメタンを取り出す過程で漏れないようにするというのは、周辺環境に与

える影響とともに、我々として環境という観点から極めて強く意識しなければ

ならない事項だと思っております。 

 メタンというのは天然ガスの主成分でございます。したがって、石油とか石

炭に比べると、ＣＯ２の排出量という観点で申し上げれば、温室効果という観

点でベターな化石燃料だと私どもは理解しております。それに加えてメタンそ

のものの温室効果という観点からも、今申し上げたような点を中心に、環境と

の関係については、フェーズ１でもエンジニアリング振興協会を中心に環境と

いう観点で検討するチームをつくって対応しておりますが、引き続きフェーズ

２においても、同じような観点できちんとフォローしていくような体制をもっ

て研究開発を進めていきたいと思っております。 

【奥村会長】ほかにご質問ございますか。久保田委員。 

【久保田委員】別の観点から質問したいと思います。主な課題で海域における

産出試験の実施ということがございますね。現在、ＪＡＭＳＴＥＣに、地球深

部探査船「ちきゅう」というのがありまして、あれで海底の調査をしていると

思うんです。そういうところとの連携、いわば府省連携になるのかわかりませ

んが、そういうことは考えておられますでしょうか。 

【佐々木石油・天然ガス課課長補佐】一般論として申し上げれば、このプロジ

ェクトを進めていくにあたって、さまざまな方々のご協力を得ながら進めてい

かなければいけないということは考えております。その中でＪＡＭＳＴＥＣが

持っている「ちきゅう」という船が、国の事業として行っているという観点で

あることを我々は存じ上げております。 

 一言で申し上げると、ＪＡＭＳＴＥＣが持っている「ちきゅう」という船が、

我々の持っている事業を行うにあたって適切なスペックを持った船であるのか。

ＪＡＭＳＴＥＣの船は深いところを掘るというのが基本的なミッションでござ

いますけれども、メタンハイドレートは相対的には浅いエリアにあるものでご

ざいますので、活用すること自体を今から否定しているわけではございません

が、どういう形があり得るのかということは考えながら進めていきたいと思っ

ております。 
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 文科省さんとは話をさせていただいておりますけれども、その辺を中心に、

検討すべき課題はありますけれども、連携は考えていきたいと思っております。 

【奥村会長】ありがとうございます。 

 古川委員。 

【古川委員】経済産業省内の評価では、第２フェーズに移行することが妥当と

いう評価が出ていますが、そのときの議論で、第２フェーズ７年間の予算規模

の妥当性はどうであるのかとか、あるいは、先ほどご説明いただいた第２フェ

ーズにおける課題の実証可能性はどうであるのかというような議論がどういう

ふうになっていたかをお知らせいただきたいと思います。 

【奥村会長】では、経済産業省。 

【佐々木石油・天然ガス課課長補佐】予算規模につきましては、この中には書

かせていただいておりませんが、来年度２１年度の予算規模として４５億円要

求させていただいております。このようなところにつきましても、参考資料で

ご説明申し上げております。それから、これから先の進め方、この課題等につ

いても、委員の先生方に対して同じような形でご説明をさせていただいて、そ

の結果として主にフェーズ１の成果を評価していただいたというふうに私ども

は理解しておりますけれども、フェーズ２に進んでいいという結果をいただい

たというふうに理解しております。 

【奥村会長】知野委員。 

【知野委員】今の関連の予算規模で、来年度の要求だけではなくて、期間中ト

ータルでどのぐらいというふうにはじかれているのでしょうか。 

【佐々木石油・天然ガス課課長補佐】見通すのは非常に難しい部分でございま

して、例えば海洋の産出試験をやるときにどのようなスペックの、例えばリグ

を借りてきてどのような生産施設をつくるかというようなところ、わかってな

い部分もございます。ですが、私どもが今考えておりますのは、当初、７年の

うちの５カ年で４００億円程度かかるのではないかと考えております。 

【奥村会長】そのほかご質問ございますか。 

 それでは、まだあるかもしれませんけれども、以上をもちまして、ご説明を

終りたいと思います。恐れ入りますが、ご説明の方、あるいは、傍聴の方はご

退出をお願いしたいと思います。 

【佐々木石油・天然ガス課課長補佐】どうもありがとうございました。 

 

（経済産業省・傍聴者 退室） 

 

【会長】それでは、この案件を、冒頭で事務局がご説明しましたように、本日

は総合科学技術会議の評価対象案件にするか否かという決定の方向性に関する
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ご意見をいただきたいと存じます。また、足りない部分はメール、ファックス

等で事務局へお送りいただくようにお願いしたいんですが、最終的には次回に

決めたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

【委員】一つ教えていただきたいんですが、最後の回答で、当初５年間で４０

０億円程度ということになった場合に、これは国家的に大規模な研究開発とい

うものに自動的に該当するのかどうかですね。もしそうだとすると、必然的に

ここで審議しなければいけない課題ですよね。その辺の考え方を教えていただ

きたいんですが。 

【事務局】ご説明させていただきます。国家的に重要な研究開発の評価の対象

として、新規のものと継続で指定するものとございまして、新規の場合に３０

０億円以上ということでございます。継続の方で指定するものについては特に

規模要件は定めてないものですから、必要があれば規模に関わらずできると、

逆に言いますと、３００億円だからといって、当然に指定の対象になるという

ものではないというふうに理解しております。 

【会長】よろしゅうございますか。  

【委員】予算要求のときに、第１フェーズが終って、次、第２フェーズ案のと

きは、第２フェーズとしては新規要求というのが予算上の取り決めではなかっ

たかと思うんですが。 

【事務局】一般的には継続で、この案件も継続案件で要求をしているはずでご

ざいます。 

【事務局】ものによって違うかもしれませんけれども、少なくともこの案件は

予算上は継続になっているものでございます。 

【会長】ほかに何かご意見ございますか。  

【委員】私は、総合科学技術会議の８つの重点分野の中のフロンティアＰＴの

委員をやらせていただいております。宇宙とか海洋というフロンティアにおけ

る科学技術を扱っておりまして、このメタンハイドレートはまさに非常に関心

のあるところなんですね。これが技術として成り立つかどうかというのは非常

に関心がありまして、それと同時に政策としてやっていけるかどうかというこ

とも。いろいろ考えてみますと、技術的にもそうですし、課題もあるのではな

いかと思うんですが、先ほど私が質問させていただいた府省連携みたいなこと

も課題ではあると思うんです。 

 そういうこともありまして、評価にかけていただけると、フロンティアの方

としてもうれしいと思っております。 

 以上です。 

【会長】ほかにご意見ございますでしょうか。 

【委員】いろいろな観点があっていいと思うんですけれども、メタンハイドレ
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ート事業として総合科学技術会議で指定するということはプラスに働くんです

か。それとも、余計な評価が加わって阻害要因になると。これは非常に重要な

テーマなので、先ほどフェーズが違うと新しくなるということですが、これだ

け何年もやっているので、フェーズ１、フェーズ２と名付けても新規的な感じ

がしないでもない。そういうことに対して、ここでそういう評価をした方がや

りやすいというようなことがあるならば、重要課題に扱った方がいいというな

らば、そうしたらいいと思うんです。 

 これは大変重要なテーマでございますので、総合科学技術会議がこれの促進

に働くようにするという観点で、どういう方法がいいのかということに関心が

あると。形式的には、もちろん地球環境の話で資源エネルギー庁その他も総合

的に考えてやっておられるわけで、内閣府が指定しないとできないようなこと

が、これに含まれているということは必ずしもないのではないかという感じも

しますので、海洋環境、地球環境なども当然ながら、資源エネルギー庁でも検

討しながら、これをステアリングしておられるんだと思うんですが、そういう

観点では資源エネルギー庁はどういうふうに考えておられるのかというのがお

わかりになれば教えていただきたいと思います。 

【会長】はい、事務局。 

【事務局】本日、経産省からご説明はございませんでしたが、メタンハイドレ

ートにつきましては、平成１３年に資源エネルギー庁が開発計画をつくってお

りますけれども、ご案内のように海洋基本法ができまして、昨年、海洋基本計

画がつくられています。一昨日にその海洋基本計画に基づきまして、海洋エネ

ルギー・鉱物資源開発計画というのを政府として決定しております。その中の

大きな３つの課題のうちの１つにメタンハイドレートがありまして、フェーズ

２以降の計画が、資源エネルギー庁ではなく、政府として推進していくという

ことで計画がつくられているという状況になっております。そういう中で、総

合科学技術会議として取り上げるかどうかということが一つに論点になるのか

なというところはございます。 

【委員】一つ関連の質問ですが、どこかで評価するような場所が政府の海洋開

発本部にあるのかどうか。それから、基本的にはこれは評価した方がいいと思

います。なぜかというと、７年の長期プロジェクトであって、お金も５年間４

００億ということもさることながら、おっしゃっていたのが生産手法の高度化

ということで、今までやってこられた減圧法だけでなくて、新たな加熱法をや

られるとか、技術的な問題もあって、紆余曲折することが技術開発プロジェク

トで考えられますので、その間全くどこも政府が目をつけずに、海洋基本計画、

政府として推進、というだけでやっていいのかという気がするんですね。そう

いう意味でも評価をする体制、こちらでやるのか、あるいは、海洋開発本部で
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やるのか、どちらかに置く必要があると思います。 

【事務局】プロジェクトの、特にこういう実施をしながら次の計画をつくって

いく、目標がフローティングしているような、手段もフローティングしている

ようなものについて、総合科学技術会議の行う評価は、一時点での評価しかで

きないという体制にございますので、そういう評価がどういう機能を持つのか

ということも、今回この指定評価については検討しなければいけないというこ

とだと考えております。大きいプロジェクトだからということだけ、あるいは、

期間が長いからということだけで、総合科学技術会議での評価の機能を使って

いくのかという検討が必要ではないかと考えております。プロジェクト自体の

評価は、各府省なり、又は府省が連携して、それぞれ実施主体が責任を持って

やっていくという体制、このプロジェクトについても経済産業省は相当丁寧な

体制をとって、外にも説明責任を果たしながらやっているということも踏まえ

ながら検討する必要があるのではないかと考えています。 

【委員】杞憂かもしれませんが、ご存じのように二酸化炭素の温暖化に対する

コントリビューションが５０％で、メタンが２０～３０％に拡張しようとして

いる状況ですね。メタンハイドレートを何らかの形で動かすということは、ひ

ょっとしたら泣かぬ子を泣かせる可能性だってあるかもしれないから、チェッ

クシステム機構みたいなものを作ることを希望します。例えば、環境省がこの

中に評価委員会で入るとか、そういう形を補足的にしていただいておけば、将

来、国民に対しても、クライアントに対しても、説明責任がなされるだろうと

いうことで、杞憂かもしれませんけれども、私はそういうことを希望します。 

【会長】まだあるかもしれませんけれども、先生方のご意見をいただき、また、

ご発言なかった方もファックス、メール等でお寄せいただいて、次回、正式に

この指定をするかしないか、調査会としての結論を出したいと思います。 

 本日は以上で終わらせていただきます。配布資料は公表させていただきます。 

【会長】専門調査会の委員のうち、伊澤委員、小林委員、小舘委員、中西委員

につきましては、この３月３１日で任期が満了となり、専門委員をご退任され

ます。大変長い間ご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 次回からは、新任の専門委員を交えてこの会を開催する予定でございます。 

 それでは、以上をもちまして、本日の会を、終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。 

－了－ 


